
自治体 職員

住民

業務区分 生活保護
業務フロー 施術券の交付

業務分類 医療扶助

対象施術機関等

の確認

生活保護システム

要否意見書作成

生活保護システム

・給付要否意見書（あん摩・マッサー

ジ、はり・きゅう）

・給付要否意見書（柔道整復）

・生活保護法給付券要否意見書受領

書

等

・保護変更申請書

(傷病届）様式第12号

・保護変更申請書

(傷病届）様式第12号

手交・送付 受領保護変更申請書

(傷病届）の作成

・保護変更申請書

(傷病届）様式第12号

throw 1

生活保護システム



自治体 職員

住民

業務区分 生活保護
業務分類 医療扶助

業務フロー 施術券の交付

施
術
機
関

・給付要否意見書（あん摩・マッサージ、

はり・きゅう）

・給付要否意見書（柔道整復）

・生活保護法給付券要否意見書受領書

・給付要否意見書（あん摩・マッサージ、

はり・きゅう）

・給付要否意見書（柔道整復）

・生活保護法給付券要否意見書受領書

医
療
機
関

・給付要否意見書（あん摩・マッサージ、

はり・きゅう）

・給付要否意見書（柔道整復）

・生活保護法給付券要否意見書受領書

医療機関

施術機関

記載済

医療機

要否意見書

回答登録

生活保護システム

施術機関

住民に

渡す

・給付要否意見書

（あん摩・マッサージ、はり・きゅう）

・給付要否意見書（柔道整復）

・生活保護法給付券要否意見書受領書

本人支払額

の登録

生活保護システム

catch 1 throw 2

柔道整復師が打撲又は捻挫の患部

に手当をする場合及び脱臼又は骨

折の患部に応急手当をする場合は

医師の同意が不要であるため、医

療機関の記入は不要。

Yes

No

・給付要否意見書（あん摩・マッサージ、は

り・きゅう）

・給付要否意見書（柔道整復）

・生活保護法給付券要否意見書受領書

等

・給付要否意見書（あん摩・マッサージ、はり・きゅ

う）

・給付要否意見書（柔道整復）

・生活保護法給付券要否意見書受領書

等

・給付要否意見書（あん摩・マッサージ、

はり・きゅう）

・給付要否意見書（柔道整復）

・生活保護法給付券要否意見書受領書



職員自治体

生活保護
業務フロー

住民

施術券の交付
業務分類 医療扶助
業務区分

給付券作成

生活保護システム

・施術券（あん摩・マッサー

ジ）

・施術券及び施術報酬請求

明細書（柔道整復）

・施術券及び施術報酬請求

明細書（はり・きゅう）

・生活保護法給付券受領書

等

・施術券（あん摩・マッサー

ジ）

・施術券及び施術報酬請求

明細書（柔道整復）

・施術券及び施術報酬請求

明細書（はり・きゅう）

・生活保護法給付券受領書

等

扶助

不要

Yes

No

手渡し・郵送

住民に

渡す

Yes

No

施
術
機
関

施術を受ける手渡し・郵送

郵送
郵送

・生活保護

法給付券

受領書

郵送

給付券

廃止・停止

生活保護システム

手渡しの際は、

交付処理簿に記

名してもらう。

業者払

catch 2

・生活保護

法給付券

受領書

・施術券（あん摩・

マッサージ）

・施術券及び施術

報酬請求明細書

（柔道整復）

・施術券及び施術

報酬請求明細書

（はり・きゅう）

・施術券（あん摩・

マッサージ）

・施術券及び施術

報酬請求明細書

（柔道整復）

・施術券及び施術

報酬請求明細書

（はり・きゅう）

・施術券（あん摩・マッサー

ジ）

・施術券及び施術報酬請求

明細書（柔道整復）

・施術券及び施術報酬請求

明細書（はり・きゅう）

・生活保護法給付券受領書

等

療養費の報酬審査については、チャットボット

に相談した上で判断

No.37（WT意見取りまとめ表の問題のNoに対応）

■問題のパターン：業務フローに存在するプロセスにおける問題

■問題点：療養費（はり・きゅう）等の報酬の審査について、療養費の構

造が複雑であるため、多岐にわたる療養行為に対して、一件一件扶助の

適用になるか、厳密に審査する必要があり、ケースワーカーが判断することが

困難である

■問題の原因：生活保護実施要領に、適用の基準に関して明記されて

おらず、国民健康保険の基準を参照しながら審査しているが、専門外の領

域についてケースワーカーが理解して判断することは難しいため

■解決策の案

国民健康保険における基準を参照して審査した事例を蓄積したチャットボッ

トなどのツールやシステムを導入し、職員が類似の事例を検索し、判断の参

考とできる仕組みを構築する

追加する想定の機能（たたき台）

・予め取り込んだ過去の療養費等の報酬の審査事例の情報をもとにして、ケースワーカーの入力し

た質問事項への回答を提示できること。


